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1．問題と目的

本稿の目的は、日本の教育現場で行われている平和教育において、児童・生徒がトラウ

マティックな場面を見聞きすることにより、心的外傷（以下，トラウマ）を受けている可

能性を検討していくことである。

戦後、日本は憲法9条によって戦争放棄を明文化し、学校教育においても平和教育を精

力的に推進してきた。社会科や歴史の授業を通した社会的・歴史的理解に加え、国語科に

おいても戦争文学作品を教材として採りあげることにより、戦争と平和、命の尊さについ

て繰り返し学んできた。総合学習や課外活動等においても、戦争経験者による講話、戦争

や原子爆弾をテーマにした映像の視聴、戦争遺跡の見学など、幅広く取り組まれてきた。

こうした実体験やそれに基づく映像化された教材を平和教育において活用することは、戦

争の悲惨さと非人道性を理解するうえで効果があるといえる。その反面、被害の生々しさ

や凄惨な場面を見聞きすることにより、児童・生徒のなかにはトラウマになっている可能

性も考えられる。そうだとすれば、彼らのなかには、平和教育に苦痛を感じており、それ

が本来意図したような教育効果をあげていない可能性も考えられうる。

そこで、本稿では、小学校の平和教育において比較的多く取り組まれている原爆資料館

を活用した実践に着目する。原爆資料館は、原子爆弾の脅威と非人道性を後世に伝えるた

め、被害の実情をありのままに展示していることでも知られている。本稿では、①原爆資

料館を活用した平和教育によって、児童・生徒にトラウマが生じているのか否か、②トラ

ウマと学びとの関係性はどうなっているのか、を明らかにする。これらを通して、平和教

育の今後を考える示唆を得たい。
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2．先行研究

2．1．トラウマ

トラウマとは、古代ギリシャ語で「傷」を意味する言葉であり、精神医学では暴力や自

然災害、事故といった不幸な体験によって受けた「心の傷（心的外傷）」を指す。トラウ

マに関する症状としては、心的外傷後ストレス障害（Posttraumatic Stress Disorder：

PTSD）がある。DSM-5（American Psychiatric Association, 2013）の診断基準Ａによる

と「実際にまたは危うく死ぬ、重症を負う、性的暴力を受ける出来事への、以下のいずれ

か1つ（またはそれ以上）の形による暴露」と定められている。具体的には，①心的外傷

的出来事を直接体験する、②他人に起こった出来事を直に目撃する、などの曝露の形態が

示されている。また、診断基準Ｂに定められている PTSD の症状としては、「侵入症状」

（心的外傷（psychological trauma：トラウマ）となっている出来事に関する不快な記憶

が突然よみがえる）、「回避症状」（トラウマに関する出来事を思い出したり考えたりする

ことを避けようとする）、「認知と気分の陰性の変化」（否定的な認知の出現や興味関心の

喪失、陽性感情の減少など）、「覚醒度と反応性の著しい変化」（イライラや自己破壊的行

動の出現、驚愕反応、集中困難、睡眠障害など）がある（DSM-5：American Psychiatric

Association, 2013）。こうした症状が1ヵ月以上持続し、著しい苦痛感や恐怖感を伴い、

日常生活への支障が高い場合に PTSD と診断される可能性が高いとされている。しかし

ながら、近年では、「主観的な苦痛があればどのような出来事もトラウマになりうる」（金，

2001）との指摘があるように、診断基準Ａだけでなく、個人にとって恐怖や不快感をもた

らし続ける出来事が原因で、外傷後ストレス反応（Posttraumatic Stress Reaction）を呈

することも示されている（伊藤・佐藤・鈴木，2009）。こうした広義のトラウマについて、

佐藤（2005）は「経験当時と同じ恐怖や不快感をもたらし続ける出来事」と定義しており、

ケアの必要性が認められている。

2．2．平和教育

日本の小学校で行われている平和教育に関する先行研究は分厚い。平和教育と呼ばれて

いるものの多くは、反戦・反核教育であると言われており、戦争のない状態を目指した教

育が一般的とされてきた（例えば、広島市教育委員会，2011、外池，2015）。そのため、

内容に偏りがあるとの指摘は多い。しかしながら、こうした教育が、児童・生徒の反戦・
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反核意識の醸成に効果があると認識されており、多様な実践が行なわれてきた（村上，2012、

2013、野中・森・沖林・石井，2010他）。近年では、戦争体験者の減少に伴い、直接的な

戦争体験の継承が困難になりつつあるため、新たな取り組みも模索されている（ト部・山

崎・石井，2013、村上・井上・長岡・増田，2016）。本稿が着目する平和教育が児童・生

徒のトラウマになっている可能性については、いくつかの研究においても指摘されている。

村本・芳賀（2014）は、中学生と教員を対象に、歴史・平和教育における「二次受傷」の

可能性について検討している。二次受傷とは、トラウマティックな場面を間接的に見聞き

することでトラウマを引き起こすことを指す。中学校3年生を対象としたアンケート調査

（配布124票、回収率93％）の結果、2次受傷の影響を感じさせる回答は無かったと報告

している。しかしながら、この調査では、平和ミュージアムでの見学に対する学びの確認

が優先されており、二次受傷を問う項目は作られていない。他方、教員に対するアンケー

ト調査（90名の内訳：小学校4名、中学校41名、高校43名、中高2名）の結果、教師自身

がこれまでに受けた歴史・平和教育においてショックを受けた経験がある者の割合は47％

（42名）となっていた。具体的には、広島平和記念資料館（8名）、戦争関連の映像（8

名）、『はだしのゲン』（8名）、長崎原爆資料館（3名）等が挙げられていた。同アンケー

トの具体的記述欄には、生々しい（グロテスクな）シーンから気分が悪くなり、体調を崩

した経験が紹介されている。これらの経験により、このテーマを避けるようになったこと

がある者の割合は9％（7名）と報告されている。そのため、平和教育を実践する際には、

生徒の年齢への配慮（精神的にショックをあたえすぎないようにしなくてはいけない）や、

気分が悪くなった生徒への対応の必要性が述べられている（同様の指摘は、山内，2007や

竹内，2017等においても見られる）。しかしながら、全員参加となる大規模実践において

は、全学生の状況を把握することの難しさも示されていた（村本・芳賀，2014）。この研

究が本稿にとって示唆的なことは、平和教育によって児童・生徒にトラウマが生じる可能

性があることと、衝撃や恐怖が強すぎた場合、何も感じられない、考えられないといった

「感覚麻痺」に陥る可能性があるということである。児童・生徒の発達段階を無視した実

践は、かえってナイーブな心に恐怖心を植えつけてしまい、人間や世界に対する不信感と

ニヒリスティックな感情を育てる（宗藤，1982）。こうした感情を強烈に体験させられる

ことは、平和教育の目的でもある「平和を希求する意欲・態度」の形成を阻害する恐れが

ある。先行研究では、こうした可能性、危険性が平和教育に内在することを指摘している

ものの、依然として、その実態は十分に明らかにされていない。本稿の新規性は、平和教
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表1．有効回答者の内訳

育の一環として行われている原爆資料館への訪問によって生じていると考えられる、児

童・生徒のトラウマ被害の実態を量的調査によって実証的に明らかにしていくことにある。

平和に関する学びは、すべての小学校で行われており、原爆資料館への訪問も修学旅行の

代表的コースであることを考えれば、そこに潜む問題点を照射し、児童・生徒が安心して

学べる環境を目指していくことは意義深いと考える。

3．研究手法

3．1．調査対象者

調査対象者は、インターネット調査会社に登録している者のうち、原爆資料館へ行った

ことのある12歳～39歳とした。総回収数は1035件となっており、うち欠損データ2件を除

いた1033件を有効データとして使用した（表1参照）。回答者の属性は、男女および広島

県・長崎県出身者とそれ以外の者が半数ずつになるように均等割り付けを行った。その理

由は、当該地域に住んでいた場合、学校教育の一環として平和教育は精力的に取り組まれ

ていることや、毎年行われる追悼行事等で資料館へ行く機会も多く、展示物に対する恐怖

心は他県の児童・生徒と比べて低いことが予想されるからである。以下、本稿では、小学

生から高校生までの間に部分的にでも広島県や長崎県に住んだことがある人は「広島・長

崎」、それ以外の県に住んでいた人は「県外者」と表記する。

3．2．調査方法 インターネット調査

3．3．調査時期 2019年3月28日（木）～2019年3月29日（金）

3．4．調査項目 設問項目は以下にある表2の通りである。5件法による回答は、「1．

そう思わない」～「5．そう思う」となっている。
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表2．設問項目

表3．IES-Rの代表的な設問

3．5．使用尺度 トラウマ状態を測定する標準化された心理テスト「IES-R」（Impact of

Event Scale-Revised）の日本語版を使用した。このテストは、米国の Weiss らが開発し

た心的外傷性ストレス症状を測定するための自記式質問紙である。IES-R は災害から個

別被害まで、幅広い種類の心的外傷体験者の PTSD 関連症状の測定が簡便にでき、優れ

た信頼性と妥当性が検証されている（Asukai et al. 2002）。回答方法は、強いストレスを

伴うような出来事に対して、どの程度強く悩まされたのかを「0．全くなし」～「4．非

常に」からなる5件法で答える。代表的な設問を以下の表3に示す。
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表4．地域別にみた原爆資料館への訪問状況

表5．原爆資料館への訪問理由（複数回答あり）

4．結果と考察

ここでは、調査結果を整理して紹介し、考察を述べる。

4．1．原爆資料館への訪問状況

原爆資料館への訪問回数を表4に示す。県外者の訪問回数は1回（63．5％）が最も多く、

回数が増えるに従い減少傾向にあった。他方、広島・長崎は2回（30．9％）が最も多く、

次いで1回（30．3％）となっていた。5回以上訪問している割合は17．3％となっており、

県外者と比べて高い結果となっていた。これには、毎年行われている追悼行事等への参加

が関係していると思われる。

訪問理由として最も多かったのは、学校での研修（修学旅行を含む）であり、次に家族

旅行となっていた（表5参照）。本調査の結果は、調査に回答した12歳～39歳に限られた

ものである。こうした世代の原爆資料館への訪問には、教育機関や親による教育的な機会

提供が大きな要因になっていた。
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表6．あなたが通っていた小学校では、戦争や平和に関する教育に力を入れていた

表7．原爆資料館への訪問にむけた事前学習

4．2．原爆資料館への訪問と学校における平和教育

原爆資料館への訪問は、学校教育の一環として広く根付いていた。そこで、同施設への

訪問と関連した学習についてみていく。

以下にある表6は、回答者が通っていた小学校における平和教育の実施状況をまとめた

ものである。設問Ｑ6－1「あなたが通っていた小学校では、戦争や平和に関する教育に

力を入れていたと思いますか」に対して、「そう思う」～「そう思わない」までの5件法

で回答している。その結果、「そう思う」と「やや思う」を足した割合は、広島・長崎が

85．8％であるのに対し、県外者は66．0％と低い。

次に、原爆資料館への訪問に向けた事前学習の実施状況についてみていく。設問Ｑ6－

2「原爆資料館へは、しっかりと事前学習をしてから訪問したと思いますか。」に対して、

先ほどと同様に5件法で回答している。その結果、「そう思う」と「やや思う」を足した

割合は、広島・長崎が75．9％であるのに対し、県外者は64．1％と低い（表7参照）。

本調査の「県外者」には、広島と長崎を除くすべての地域が含まれている。そのため、

県や市町村によっては、広島や長崎と同様に平和教育や原爆資料館への訪問にむけた事前

学習に熱心に取り組んでいる可能性があることに留意する必要はある。しかしながら、被

爆地とそうでない地域とでは、平和教育への取り組みに温度差があることが明らかとなっ

た。

4．3．原爆資料館への訪問と教育効果

児童・生徒は、原爆資料館への訪問について、どのような教育的効果があったと感じて
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表8．原爆資料館への訪問と教育効果

表9．原爆資料館へ小学生が修学旅行や平和学習としていくことに賛成

いるのだろうか。以下にあげる4つの設問の範囲内ではあるが、教育効果に関する検討を

行った。用いた設問は、設問6－3「原爆資料館への訪問は、平和や核兵器廃絶を考える

うえで重要だと思いますか。」、設問6－10「原爆資料館の展示物は、戦争や核兵器の怖さ、

命の尊さを学ぶうえで、役立つものであったと思いますか。」、設問6－11「原爆資料館の

展示物は、戦争や核兵器の無い未来を作るために、どうしたら良いのかを考えるうえで役

立つものであったと思いますか。」、設問6－14「原爆資料館に行くことにより、その後、

戦争や原子爆弾に関するテーマについてより関心を持つようになったと思いますか。」で

ある。その結果を以下の表8に示す。

ここでの特徴は、設問Ｑ6－3およびＱ6－10の回答結果にも表れているように、回答

者の約80％は原爆資料館への訪問に教育的意義を感じており、反戦・反核、命の尊さを考

えるうえで効果があると認識していたことである。その一方で、設問Ｑ6－11およびＱ6

－14の回答結果からは、過去の過ちから多くを学ぶことは出来ても、それらをもとに未来

を考え、行動していくことにはつなげられていない可能性が考えられた。これには、原爆

資料館の展示が被害の実情を後世に伝えていくことに力点が置かれていることとも関係し

ていると言えるだろう。本調査に回答した者のうち、約8割は、小学生がこうした資料館

へ訪問することに肯定的であった（表9参照）。
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表10．普段からの平和教育への取り組みと原爆資料館訪問による教育効果との関係性

表11．事前指導と原爆資料館訪問による教育効果との関係性

原爆資料館への訪問をより効果的なものにするには、何が求められているのだろうか。

本稿によると、普段から平和教育に取り組んでいることや原爆資料館訪問に向けた事前指

導に熱心に取り組んでいるほど、原爆資料館での学びも望ましい結果になっていることが

考えられた（表10．表11参照）。なお、その他の類似する設問でも同様の結果となってい

た。

4．4．原爆資料館への訪問とトラウマ

原爆資料館への訪問は、平和や核兵器廃絶を考えるうえで、教育効果があると認められ
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表12．原爆資料館訪問者の再訪問を希望する割合

表13．原爆資料館の訪問による恐怖心および体調不良の発生状況（本人）

表14．原爆資料館の訪問による恐怖心および体調不良の発生状況（周囲）

ていた。また、その効果を高めていくためには、普段からの平和教育への取り組みと事前

指導の重要性が示唆された。しかしながら、先行研究では、こうした教育によって児童・

生徒のなかにトラウマが生じている可能性が考えられた。ここでは、そうした可能性につ

いて検討する。

まず、原爆資料館を訪問した者のうち、同施設への再訪問を希望する者の割合は約45％

となっており、必ずしも高いとはいえない（表12参照）。平和教育を熱心に行なっている

とされる広島・長崎と県外者との間に、大差は見られない。

回答者のうち約35％は「再訪問したいとは思わない」と回答している。その要因の1つ

として、トラウマティックな展示物に対する恐怖心があった。設問Ｑ6－5「原爆資料館

の見学において、恐怖を感じたり、気分が悪くなったことがあったと思いますか。」に対

する回答は、以下にある表13の通りである。ここでは、訪問者の約半数が恐怖心やそれに

よる体調不良を感じていた。

周囲の状況についても参考として尋ねている。設問Ｑ6－6「原爆資料館の見学におい

て、あなたの周囲で恐怖を感じている人や、気分を悪くされている人を見かけたことがあっ

たと思いますか。」に対する回答も、同様の結果となっていた（表14参照）。
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表15．原爆資料館の訪問における学校側のサポート体制

ここで注目すべきは、県外者よりも訪問回数が多く、平和教育を精力的に行なっている

とされる広島・長崎の回答者の方が、原爆資料館での見学に恐怖を感じたり、体調不良を

起こしたりしている割合が高いということである。本稿では、こうした結果について、こ

れ以上言及することはできない。しかし、安斎（2014）は、精神的に咀嚼できない「不気

味かつ不快な展示物」を見ることを通じて「二度と平和博物館など訪れたくない」という

気分に陥らせることを危惧している。広島市が行った調査においても、広島市出身者は他

都市出身者と比較して平和教育に否定的で暗いイメージを形成しているという（広島市教

育委員会，2011）。その背景には、広島市平和記念資料館の被爆再現人形に代表されるよ

うに、展示物がグロテスクな印象しか与えていないとの議論もある（鍋島，2014）。原爆

資料館を訪問した児童・生徒のうち、少なくない者が恐怖を感じており、体調を崩してい

るのであれば、それに配慮した実践が教育者側には求められるだろう。

原爆資料館への訪問理由として、最も多いのは「学校での研修（修学旅行を含む）」で

あった。そこで、「学校での研修（修学旅行を含む）」の実施方法に着目した。教育研修の

実施体制について、設問Ｑ6－7「原爆資料館の見学において、気分が悪くなったり、怖

くなった場合、相談できる人やカウンセラーが事前に知らされていたと思いますか。」お

よび設問Ｑ6－9「原爆資料館の見学において、恐怖を感じたり、気分が悪くなった場合、

自由に途中退出することは認められていたと思いますか。」への回答結果を以下の表15に

示す。
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表16．原爆資料館訪問後の経過年数とトラウマが認められる者の割合

児童・生徒に対する原爆資料館訪問時やその後のケアについては、本稿において取り上

げていない取り組みが行われている可能性はある。しかしながら、表15からは、児童・生

徒にとって刺激の強い展示物を見せることに対して、学校や教員の多くは、十分な配慮を

せずに実施している可能性が考えられた。こうした背景には、教員が展示物から受ける刺

激に慣れてしまっていること、被害の深刻さを児童・生徒に直視させることが原爆資料館

への訪問目的になっていることが考えられた。被爆地である広島・長崎においては、児童・

生徒がこうしたものに普段から接することも多いため、トラウマが生じる可能性を軽視し

ていることも考えられた。

次に、衝撃的な展示物および映像等によって引き起こされるトラウマ被害の程度を検討

するために、原爆資料館への訪問を想起させて回答を求めた IES-R の22項目に関して、

飛鳥井（1999）に従い、各回答選択肢を0～4点として得点化し、単純加算得点を算出し

た。本稿では、IES-R の単純加算得点を、原爆資料館訪問におけるトラウマの危険性の

指標とみなす。調査対象者の IES-R 得点は、0点から85点まで幅広く分布しており、平

均値は16．5点（SD＝19．5，歪度1．1，尖度0．1）であった。トラウマハイリスク者の基準

とされている25点以上の者の割合は、27．6％（285人）であった（表16参照）。被害の根は

深く、原爆資料館訪問から10年以上経過した者であっても、未だトラウマ状態にある者は

少なくなかった。これは、原爆資料館訪問によって生じたトラウマが慢性化している可能

性を示していた。

次に、トラウマハイリスク者の原爆資料館訪問に関する自由記述欄に書かれた代表的コ

メントを以下に示す（表17参照）。
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表17．トラウマハイリスク者の代表的なコメント

トラウマ被害の程度が最も深刻であると考えられるトラウマハイリスク者のコメントに

は、前述した診断基準Ｂに定められている症状のうち、主に「侵入症状」、「回避症状」、「認

知と気分の陰性の変化」に該当すると考えられる内容が多くみられた。こうした語りから

は、トラウマの原因となった事象が個人の中で処理されずに残り続ける可能性があり、発

達途上にある児童・生徒に対する早期ケアの必要性が認められた。

4．5．トラウマと学びとの関係性

表17からは、原爆資料館への訪問によって、展示物や映像等から強い衝撃を受けている

ことが読み取れた。加えて、コメント No12や15にもあるように、衝撃を処理できずに抱

え込んでしまった場合、「回避症状」（トラウマに関する出来事を思い出したり考えたりす

ることを避けようとする）を引き起こし、こうした問題に関する継続的学習を避ける可能

性が考えられた。設問Ｑ6－5「原爆資料館の見学において、恐怖を感じたり、気分が悪

くなったことがあったと思いますか。」と設問6－12「原爆資料館の展示物は、恐怖感や

衝撃が大きすぎて、何をどう考えてよいのか分からなくなったと思いますか。」との相関

係数および有意水準は r＝．379，p＜．001となっており、有意な相関関係がみられた。同
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様に、設問Ｑ6－5と設問6－13「原爆資料館に行くことにより、その後、戦争や原子爆

弾に関するテーマについて避けるようになったと思いますか。」との相関係数および有意

水準は r＝．237，p＜．001となっており、有意ではあるが弱い相関関係がみられた。原爆

資料館への訪問3年以内に限定して検討した場合、それぞれの相関係数および有意水準は

r＝．551，p＜．001と r＝．345，p＜．001となり、前者においては強い相関関係がみられた。

これらの結果は、原爆資料館を活用した平和教育での学びが、児童・生徒の衝撃を処理で

きる能力と関係があることを示唆している。戦争や原子爆弾の被害や悲惨さをありのまま

に伝えるという目的のもと、過度にグロテスクな映像や展示物を児童・生徒に見聞きさせ

た場合、衝撃を処理できない者には恐怖心だけを植え付けてしまっている可能性があった。

被害の実相を直視したうえで、こうした問題について継続的に考え、自ら行動していける

人材を育成するには、恐怖心を適切に処理するためのセルフコントロール手法についても、

併せて学んでいく必要があるだろう。

5．まとめにかえて

5．1．本稿から得られた知見の整理

本稿の目的は、①原爆資料館を活用した平和教育によって、児童・生徒にトラウマが生

じているのか否か、②トラウマと学びとの関係性はどうなっているのか、を明らかにする

ことであった。これらを通して、平和教育の今後を考える示唆を得ることである。

原爆資料館へ訪問したことのある1，033名を対象とした量的調査の結果、本稿によって、

新たに明らかになったことは以下の3点である。

1．原爆資料館への訪問によって、恐怖を感じたり、体調不良を起こしたことのある者

の割合は、「4．結果と考察（3）原爆資料館への訪問とトラウマ 表13，14」でも示した

ように、県外者（44．4％）よりも被爆地でもある広島・長崎の児童・生徒（55．2％）の方

が高い。

2．原爆資料館へ訪問した児童・生徒に占めるトラウマハイリスク者の発症率は、「4．

結果と考察（4）原爆資料館への訪問とトラウマ」でも示したように、27．6％となってい

た。また、本稿の結果からは、原爆資料館訪問から10年以上経過した者であっても、未だ

トラウマ状態にあり、被害が慢性化している可能性があった。

3．原爆資料館への訪問や平和教育において、児童・生徒が過度に恐怖心を抱くと「回
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避症状」を引き起こし、その後の学びが十分に行われなくなる可能性が考えられた。児童・

生徒に対するケアは不十分なまま原爆資料館へ訪問している学校は多く、問題を孕んだ実

践になっている可能性が考えられた。学習者の主体的な学びを促していくためには、彼ら

が恐怖心をセルフコントロールできるような教育を事前学習の一環として取り入れていく

必要性を認める。

これらに加え、本稿においても、原爆資料館を活用した平和教育は、反戦・反核、命の

尊さを考えるうえで効果があると認識されていた。これらは先行研究を追認する結果であ

る。しかしながら、「4．結果と考察（3）原爆資料館への訪問と教育効果 表8」でも示

したように、過去の過ちから多くを学ぶことは出来たとしても、それらをもとに未来を考

え、行動していくことにはつなげられていない可能性があった。

5．2．平和教育の実践と原爆資料館への訪問

長年に渡って取り組まれてきた原爆資料館を活用した平和教育が、訪問した児童・生徒

にとって少なくない割合でトラウマを生じさせており、その被害は慢性化していた。これ

まで、こうした平和教育は反戦・反核や命の尊さを考えるうえで効果があると認識され、

主に小学校を中心に広く実践されてきた経緯がある。本稿によって得られた知見からは、

平和教育を熱心に行っており、こうした施設への訪問機会が多いと考えられる広島県や長

崎県の児童・生徒ほど、同資料館への訪問に心理的負荷を感じていた。その一方で、本稿

の調査結果からは、原爆資料館へ小学生が訪問することについて、回答者の約8割は肯定

的に捉えていた。それは、先行研究等でも指摘されてきたように、同資料館が反戦・反核

を考えるうえで高い教育効果を持つと考えられているからである。課題は、その実践方法

にあると考えられる。本稿の結果からは、普段からの平和教育に加え、事前指導の充実、

訪問時あるいは訪問後の心理的ケアの必要性が示唆される。もう1つの課題は、平和教育

や原爆資料館への訪問によって過去の過ちを学ぶことは出来たとしても、それらをもとに

未来を考え、行動していくことにはつなげられていない点である。これは、先行研究にお

いて繰り返し指摘されてきたことでもある。たしかに、問題の大きさ、複雑さ等により、

小中学生が未来に向けて行動を起こしていくことは難しいかもしれない。しかしながら、

本稿の調査結果（4．3原爆資料館への訪問と教育効果 表8のＱ6－11）によれば、訪問

者のうち約2割は、より良い未来を考えるためのヒントを得たと回答している。今後は、

こうした実践に向けたヒントや、それに基づく取り組み事例に焦点をあて、広く情報共有
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していくことが求められる。

最後に、本稿はインターネットによる大規模調査の結果となっている。トラウマ被害と

学びとの関係性、同施設訪問後の意識面・行動面の変容、学校側の教育・研修実施体制に

ついて、より詳細に把握していく必要性を認める。
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